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特許料等の減免制度改正（平成２４年４月１日施行）のお知らせ（概要） 

 

平成２４年１月 

特 許 庁 

 

平成２３年６月に公布された特許法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第６３号）

が平成２４年４月１日に施行されます。これにより、審査請求料・特許料の減免制度が改正

されますので、改正の概要についてあらかじめお知らせいたします。具体的な手続等につき

ましては、追って特許庁ホームページ等を通じてお知らせいたします。 

 なお、現行の減免制度につきましては、特許庁ホームページ 

(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm)を御参照ください。 

 

１．改正の概要 

（１）特許料の減免期間の延長（全対象者共通） 

  現行の特許料の減免期間（第１年分から第３年分※）が「第１年分から第１０年分」に

拡充されます。これにより、第４年分から第１０年分までの特許権の維持に係る特許料が

新たに減免対象となります。 

なお、第４年分以降の特許料についての措置内容は「半額軽減」となります。 

※現行の「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（中小ものづくり高度化法）」に基づく減免措置は、第１年分から第６年

分までの特許料が対象。 

 

（２）減免対象の拡大（対象者の類型ごと） 

  減免対象者の各類型について、減免を受けるための要件が緩和され、以下のように減免

措置の対象となる範囲が拡大されます。 

 

［ア］個人（所得税非課税者等）＜特許法第109条、第195条の2＞ 

  現行、発明者又はその相続人が出願人となっている発明のみが減免対象ですが、改正に

より他者から承継した発明についても減免対象となります。 

 

［イ］法人（非課税法人等）＜特許法第109条、第195条の2＞ 

  現行、従業者から予約承継した職務発明のみが軽減対象ですが、改正により他者から承

継した発明についても減免対象となります。 

  また、現行「法人税が課されていないこと」が要件の１つとなっていますが、改正によ

り、当該要件のほか「設立後１０年を経過していないこと」を満たす場合にも減免対象と

なります。 
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［ウ］研究開発型中小企業 ＜産業技術力強化法第18条、中小ものづくり高度化法第9条＞ 

  試験研究費等比率が収入金額の３％を超えている中小企業について、現行、従業者から

予約承継した職務発明のみが軽減対象ですが、改正により、他者から承継した発明につい

ても減免対象となります。 

  また、承認経営革新計画事業者、認定異分野連携新事業分野開拓計画事業者、中小もの

づくり高度化法における認定事業者について、改正により、計画に従って承継した発明に

ついても軽減対象となります。 

 

［エ］大学、独立行政法人、公設試験研究機関、地方独立行政法人（以下「大学等」という。） 

＜産業技術力強化法第17条＞ 

  現行、軽減対象とならない下記の場合について、改正により新たに軽減対象となります。 

 ○研究者がした職務発明を、当該研究者以外の者を経由して承継した場合 

  ○研究者が移籍前の大学等で行った職務発明を、移籍先の大学等が承継した場合 

  ○研究者がした職務発明との間に密接な関係※がある他者の発明を承継した場合 

  ※「密接な関係」の詳細は現在調整中ですが、以下のようなものを予定しています。 

   ・研究者の職務発明に係る特許出願の当初明細書に、他者の発明が文献公知発明とし

て記載されている場合 

   ・他者の発明に係る特許出願の当初明細書に、研究者の職務発明が文献公知発明とし

て記載されている場合 

   ・共同試験研究又は外部委託試験研究の成果に係るものである場合 
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２．新旧減免制度の適用関係 

（１）審査請求料 

平成２４年４月１日（以下「施行日」という。）以降にされる審査請求に係る手数料に

ついて改正後の減免制度を適用します。 

（２）特許料 

施行日以降に納付される特許料について、改正後の減免制度を適用します。 

ただし、「施行日の前日までに納付期限※が到来している特許料」を施行日以降に納付す

る場合については、改正前の減免制度を適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特許料の納付期限には、以下の２種類があります。 

 ・設定登録時（第１～３年分）：特許査定又は特許審決の送達の日から３０日後 

（納付期限以前の申請により３０日の期間延長が可能） 

 ・設定登録後（第４年分以降）：納付済年分の末日 

（特許料の追納は、納付期限後の納付となります） 

 

施行日(H24.4.1)

旧 ： 旧料金を適用 新 ：新料金を適用旧 ：旧料金を適用 新 ：新料金を適用

納付期限が施行日以降であっても、この期間内
に納付される特許料については、改正後の減免
制度は適用されません。

特許料納付

↑

(納付期限)

納付期限後の特許料納付

旧

特許料納付 納付期限後の特許料納付

新

(納付期限)

↓

＜問い合わせ先＞ 
 特許庁総務部総務課調整班      03-3581-1101（内線2105）


